
重　要

振替金額の確認に当たっては、次の点にご留意ください。（通学生、寮生共通）

＜高等学校等就学支援金について＞

◎通学生 単位：円

区分 合計 　　

振替日 4月26日 5月26日 6月27日 7月26日 8月26日 9月26日 10月26日 11月28日 12月26日 1月26日 2月27日

授業料 0 0 0 0 57,900 0 0 0 0 0 115,800

学生会入会金 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

学生会費 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

後援会入会金 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000

後援会費 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000

銀行振替手数料 68 0 0 0 68 0 0 0 0 0 204

振替合計金額 44,568 0 0 0 57,968 0 0 0 0 0 160,504

↑※就学支援金の判定後、授業料(半期：117,300円)から就学支援金を差し引いた額を納付いただきます。

◎寮生
○　年の途中で入寮した場合は、入寮費、寮生会入会金、及び寮生会費が入寮最初の月に加算されます。
○　給食費は、委託業者が直接別途徴収いたします。 単位：円

区分 合計

振替日 4月26日 5月26日 6月27日 7月26日 8月26日 9月26日 10月26日 11月28日 12月26日 1月26日 2月27日

授業料 0 0 0 0 57,900 0 0 0 0 0 115,800

学生会入会金 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

学生会費 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

寄宿料（共用室） 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 8,400

寮費（入寮費） 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000

寮費（運営費） 47,500 0 0 0 0 0 47,500 0 0 0 0 0 95,000

寮費（冷暖房費） 15,000 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 30,000

寮生会入会金 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

寮生会費 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400

後援会入会金 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000

後援会費 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000

銀行振替手数料 68 0 0 0 68 0 0 0 0 0 204

振替合計金額 116,968 0 0 0 124,668 0 0 0 0 0 299,604

↑※就学支援金の判定後、授業料(半期：117,300円)から就学支援金を差し引いた額を納付いただきます。

【お知らせ】 本科１年生～３年生の方については「高等学校等就学支援金」が適用されます。
　　　　　　　 就学支援金の支給額が決定しましたら正式に授業料について通知しますが、前期授業料の振替日は就学支援金決定月の翌月（８月２６日（金）もしくは
　　　　　　　９月２６日（月）頃となる予定）です。
　　　　　　（文科省で判定後に通知を発送するため、振替日までの期間が短い場合があります。事前にご入金しておいていただきますようお願いします。）

令和４年度学校納付金の月別口座振替金額一覧表　(１学年）

前期分 後期分

○　入金は、前期分・後期分それぞれの振替日の前平日までにお願いいたします。

○　振替日に引落ができなかった場合は、翌月の２６日に再度口座振替をします。以後、引落ができるまで毎月

　　 口座振替をしますので、未納分を振替日の前平日までに入金願います。口座振替のスケジュールは下記表

　　 の「振替日」をご確認ください。

　　 なお、引落ができなかった場合は、国立高専機構本部より文書による督促が送付されます。

　　【年度末までに授業料を納付いただけない場合は、学則の規定で『除籍』になりますので、ご注意願います。】

○　後援会入会金は、本校に兄姉等が在学している場合は免除となります。

○　振替合計金額には、銀行振替手数料を加算してあります。

○　領収書は発行しませんので、ご承知おき願います。
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　「高等学校等就学支援金制度」とは、国の費用により、授業料に充てる高等学校
等就学支援金を支給し、教育費負担を軽減するものです。
　所得判定基準（年収910万円程度）未満の世帯が就学支援金の対象となり、月額
9,900円（年額118,800円）が支給されます。なお、保護者の所得に応じて就学支援
金の加算または、未支給となることがあります。
　就学支援金は学生本人（保護者等）が直接受取るものではなく、学校が学生本人
に代わって国から受取り、授業料に充当するものです。
　授業料と就学支援金との差額分については、学生本人（保護者等）に負担してい
ただくことになります。

　下記の一覧は就学支援金受給額　月額9,900円　の例を記載します。

後期分

　＜お問合せ先＞
　鶴岡工業高等専門学校
　総務課財務係
　TEL　0235-25-9019,9046
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